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都道府県連携協議会の運営規則等の基本的な考え方について（通知） 

  

 平素より、感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございま

す。  

昨年 12月９日に公布された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療

に関する法律等の一部を改正する法律」（令和４年法律第 96 号）に基づき、

令和５年４月１日より、都道府県連携協議会（以下「連携協議会」という。）

に係る規定（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

10年法律第 114号。（以下「法」という。）第 10条の２）が施行されるところ

です。 

今般、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部

を改正する法律」の公布及び一部施行について（通知）」（令和４年 12月９日

付け医政発 1209第 22号・産情発 1209第２号・健発 1209第２号・生食発 1209

第７号・保発 1209第３号）第二の一の８の(1)の④においてお示しすることと

していた運営規則等について、基本的な考えを下記のとおりお示ししますの

で、遺漏なく対応いただきますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

(１)  連携協議会は、法に基づく予防計画の策定等を通じて、都道府県、保健

所設置市及び特別区（以下「保健所設置市等」という。）その他の関係者の

平時からの意思疎通、情報共有、連携の推進を目的に、各都道府県におい

てそれぞれの実情に即して設置すること。   

その上で、予防計画の協議等を行う場でもある連携協議会で議論する内

容は広範に及ぶため、全体を統括する役割と、予防計画の項目等に沿って



各論点ごとに議論する役割に分けることも考えられること。 

 

(２)  運営及び構成員については、地域の実情に応じた柔軟な取扱いが可能で

あるが、構成員の連携の緊密化や予防計画の実施状況の確認等の観点から、

連携協議会は年１回以上開催すること。 

なお、全体を統括する役割と各論点ごとに議論する役割に分ける場合に

は以下の点に留意すること。 

 

（運営について） 

① 全体を統括する場の設置にあたっては、「地域で新型コロナウイルス感

染症の患者が増加した場合の各対策（サーベイランス、感染拡大防止策、

医療提供体制）の移行について」（令和２年３月１日付け厚生労働省新型

コロナウイルス対策推進本部事務連絡）において設置を依頼している、新

型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会等を活用して差し支えな

いこと。 

 

② 全体を統括する場は、各論点ごとに議論した場での検討内容を踏まえた 

上で、予防計画の協議等を行うこと。なお、連携協議会において協議が調

った事項については、その協議の結果を尊重すること。 

 

③ 各論点ごとに議論する場の設置にあたっては、関連する既存の協議会等

を活用して差し支えないこと。また各論点の例としてⅰ）医療提供体制（さ

らに細かく分類することも可）、ⅱ）検査体制、ⅲ）宿泊療養体制、ⅳ）人

材育成関係、ⅴ）移送体制、ⅵ）宿泊・自宅療養者等の療養生活（高齢者

施設等における療養も含む）、ⅶ）保健所体制が考えられること。 

   

 ④ 全体を統括する場と各論点ごとに議論する場について、両方ともに年１   

回以上の開催とすることが望ましいこと。 

 

（構成員について） 

① 連携協議会の構成員については、法第 10 条の２第１項において「都道 

府県、保健所設置市等、感染症指定医療機関、診療に関する学識経験者の

団体及び消防機関（消防組織法（昭和 22年法律第 226号）第９条各号に

掲げる機関をいう。）その他の関係機関」と規定されているが、幅広い関

係者の理解を得つつ、平時からの体制の準備について協議をしておくこ

とが重要であるため、全体を統括する場においては、管内の、保健所設置



市等、感染症指定医療機関、医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会及

び栄養士会等の職能団体、消防機関、高齢者施設等の関係団体、介護・障

害福祉サービス事業所の関係団体、保健所、地方衛生研究所等、検疫所、

教育機関、保健所設置市等以外の市町村等、地域の実情に応じて、幅広い

関係機関の参加を求めること。 

また、連携協議会の協議をより効果的かつ効率的に進める観点から、都

道府県は、議事等に応じて、参加を求める関係機関を柔軟に選定すること

も考えられるが、予防計画の議題は幅広い機関に関係するため、基本的に

は参加を求めたすべての機関が予防計画に係る議論に参加すること。 

 

② 各論点ごとに議論する場においては、連携協議会の設置の趣旨に鑑み、

管内の保健所設置市等の参加を必ず求め、診療に関する学識経験者の団

体その他の関係機関の参加を議題に応じて求めること。管内の保健所設

置市等の数が多いなど、会議の調整が困難となる場合には、代表制等にす

ることも考えられるが、保健所設置市等においても、基本指針及び都道府

県の予防計画に即して予防計画を策定することに鑑み、オンライン参加

等も検討し、参加を求めることが望ましいこと。 

 

（３） 連携協議会については、令和６年度の予防計画の策定に間に合う時期に

適切に設置すること。 

 

 

（参考） 

○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改

正する法律」の公布及び一部施行について（通知）」（令和４年 12月９日付け

医政発 1209第 22号・産情発 1209第２号・健発 1209第２号・生食発 1209第

７号・保発 1209第３号） 

https://www.mhlw.go.jp/content/001022538.pdf 

 

○ 地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策（サーベ

イランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について（令和２年３月１

日付け厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部事務連絡） 

https://www.mhlw.go.jp/content/000601816.pdf 
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